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へき地保健医療対策検討会報告書 

 
１ はじめに 
○へき地保健医療対策は、昭和 31 年度から 9 次にわたってへき地・離島に係

る保健医療対策に係る計画を策定し、直近の第 9 次へき地保健医療計画は、

平成 13 年度から実施されている。この間、へき地診療所の設置・支援、巡

回診療の実施、へき地医療を担当する医師の派遣、へき地医療拠点病院やへ

き地医療支援機構の設置を通じた支援などにより、へき地・離島における保

健医療サービスの確保・充実に努めてきた結果、また、道路整備の向上によ

る時間距離の短縮等の効果なども影響し、無医地区、無歯科医地区の減少な

ど、へき地・離島の保健医療サービスの確保状況が改善している傾向にあり、

一定の成果が現れている。 
 

○一方、搬送手段の充実などを含む救急医療の確保や、医療連携による高度医

療の受診機会の確保など、へき地保健医療対策として残されている課題も多

い。また、新たな課題として、へき地・離島の保健医療サービスを支援する

拠点となる病院における医師や、産科、小児科等の不足感の強い診療科にお

ける医師の確保をどうするかといったことが顕在化し、そのための新たな方

策が求められている。 
 
○このため、本検討会では、平成 17 年度で終了することとなっている第 9 次

へき地保健医療計画に引き続いて実施すべき、へき地・離島保健医療対策の

あり方について広範な視点から検討を行った。 
 
 
２ 近年のへき地・離島保健医療を取り巻く状況の変化 
○へき地・離島保健医療を取り巻く状況については、近年全国的に以下のよう

な変化があり、今後のへき地・離島保健医療対策を検討するに際しても、十

分な考慮が必要である。 
 

（１）無医地区・無歯科医地区の状況の変化 
○平成 16 年度無医地区等調査・無歯科医地区等調査によれば、平成 16 年末

の無医地区は 787 地区となっており、平成 11 年（914 地区）と比較して、

13.9%減少した。同様に、無歯科医地区は、1,046 地区と平成 11 年（1,153
地区）と比較して、9.3%減少した。 
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○無医地区・無歯科医地区について増減をみると、無医地区・無歯科医地区

が減少しただけでなく、新たに無医地区・無歯科医地区になるところもみ

られた。無医地区・無歯科医地区が減少したところでは、その理由として、

「交通の便がよくなった」という回答が最も多く、この他の理由として、

「人口が無医地区の要件である 50 人未満となった」、「医療機関ができた」

と続いていた。無医地区・無歯科医地区が増加したところでは、その理由

として「医療機関がなくなった」との回答が最も多かった。 
 

○無医地区の人口をみると、へき地診療所を設置する要件である 1,000 人以

上の地域は 10 地区、離島においてへき地診療所を設置する要件である 300
人以上の離島は 1 地区であった。また、無歯科医地区の人口をみると、1,000
人以上の地域は 42 地区であった。 

 
○このように、新たに無医地区・無歯科医地区となる地区や、人口減によっ

て無医地区でなくなった地区もあり、高齢化の進行によって医療需要が増

していることも考慮すると、引き続きへき地・離島保健医療対策を実施す

ることが重要である。 
 
（２）国民の保健医療サービスに求める意識の変化と医療提供体制の変化 

○平成 14 年受療行動調査（厚生労働省）によれば、外来患者の年齢階級別

満足度をみると、「非常に満足」と回答した割合は、75 歳以上では 35.8％、

65～74 歳では 34.1％、40～54 歳では 26.3％、15～39 歳では 24.8％と、

年齢層が低くなるに従って医療サービスの満足度が低下する傾向がみられ

ており、若い世代ほど医療サービスに対し、満足していないことが示唆さ

れている。 
 
○東京都が行ったインターネットによるモニターアンケート「医療機関選択

のために必要な医療情報」（平成 16 年）によれば、患者が「医療機関を決

めるための判断基準として重要に思うこと」として、「医療技術への信頼」

が 87.3％と最も高く、医療技術の向上によって、医療サービスに対する判

断基準が高まっている。 
 
○また、提供する医療技術の向上に伴い、これらの医療サービスを提供する

専門医の確保が課題となっている。特に、麻酔件数の増加等による麻酔科

医の需要の増加や、少子化の影響による家庭の育児不安による小児救急対
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応を 24 時間行うことの要望が強まったこと等による小児科医の需要の増

加などが顕著である。さらに、産科医志望者の減少と産科医をやめる医師

の増加による産科医の減少など、個別の診療科の医師の確保も課題となっ

ている。 
 
○へき地・離島においても、全国と同様、専門医による診療を含む、信頼で

きる医療サービスが求められていると考えられる。 
 
（３）情報通信技術（ＩＴ）の進歩 

○総務省が平成 16 年末に行った「通信利用動向調査」によれば、自宅にお

けるパソコンからのインターネットの接続方法として、ブロードバンド回

線（高速大容量の通信接続が可能な広帯域の回線）の利用割合が 62.0％と、

前年に比較して 14.2 ポイント増となっており、急速にブロードバンドが普

及している。 
 
○ブロードバンドの利用を前提として、比較的安価にテレビ会議システムが

導入できるようになった。また、通信回線上の情報漏洩等の防止や通信の

起点・終点識別のための認証等に係る情報セキュリティ技術が向上し、そ

の適切な利用により、インターネット等の通信手段の種類に応じた情報の

安全性の確保が可能となっている。 
 
○情報通信技術（ＩＴ）の進歩と普及により、テレビ会議システムによる診

療カンファレンスや診療相談、遠隔地への医用画像の電送と画像診断など、

医療分野における情報通信技術の活用が広がっている。 
 
（４）市町村合併の進行 

○市町村の機能を強化し、財政基盤を確立することなどを目的として、市町

村合併が進められている。市町村数は、平成 11 年３月には 3,232 であっ

たが、平成 17 年４月１日現在では 2,395 となっており、平成 17 年４月１

日現在の予定では、平成 18 年３月 31 日には、1,822 になる見通しである。 
 

○市町村合併の効果としては、旧市町村の境界を越えた行政サービスの提供

による住民の利便性の向上、行政資源が集約されることによる行政サービ

スの多様化・高度化、広域的視点にたったまちづくりの実施、行財政の効

率化等がある。 
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○保健医療分野においても、例えば、市町村合併を期に、各地方公共団体が

設置した小規模の医療機関を統合し、より高度な医療を地域のネットワー

クで提供する体制を構築するなどの取組が進んでいる。 
 

（５）三位一体改革に基づく地方公共団体の自主性、裁量性の強化と国及び地方

公共団体における財政構造改革 
○地方分権の推進に伴い、国と地方の役割の見直しが必要とされ、地方公共

団体の税財政面での自由度・裁量度の拡大が求められていることを背景と

して、①国庫補助負担金の縮減、②国から地方への税源の移譲、③地方交

付税の改革を同時に行う、いわゆる「三位一体の改革」が進められている。 
 

○平成 16 年８月、全国知事会など地方６団体から示された「国庫負担金等

に関する改革案」では、へき地診療所運営費の補助などを含む医療施設運

営費等補助金や、へき地医療拠点病院の設備の補助などを含む医療施設等

設備整備費補助金など、医療提供体制を整備するための補助金を「平成１

７年度及び平成１８年度に廃止して都道府県をはじめとした地方公共団体

へ税源移譲すべき国庫補助負担金」とされた。 
 
○これを受けたいわゆる「三位一体の改革」についての政府の対応としては、

医療・保健衛生に係る各種補助金について、事業費、設備整備費について

は保健医療提供体制推進事業として統合補助金に、施設整備費については、

保健医療提供体制整備交付金として交付金に改革し、全体としては補助の

目的を明確にしつつ、地方公共団体の自由度・裁量度を向上させる方針が

示された。また、へき地保健医療対策に係る補助金制度については、全国

民が一定水準の医療をどの地域においても格差なく受けられるよう、国が

一定の責任を果たしていく観点等から、現行の制度を維持する方向で検討

することとされた。 
 

 
３ へき地・離島の保健医療サービスに関与する各主体の役割と今後の対応 
○へき地・離島保健医療提供体制の維持・向上に当たっては、当該地域の住民・

患者の要望を踏まえ、保健医療関係者（医療従事者、専門家等）それぞれの

納得と相互理解に基づく、へき地・離島の保健医療サービスに関する全体像

の確立が前提である。 
 
○また、保健医療関係者及び行政は、保健医療サービスを住民・患者に公平に
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提供する責任を連帯して負っている。そのため、各自がそれぞれできること

を行って全体の責任を果たすという理解が共有される必要がある。 
 
○住民も、単に保健医療サービスを求めるというだけでなく、地域の保健医療

提供体制の状況を理解し、健康面で不安のない生活が地域でできるよう、真

に必要な保健医療サービスが効率的に提供されるためにどうするべきか、ま

た、保健医療提供体制の構築に要する費用を考えることが必要である。 
 
（１）住民・患者の役割と今後の対応 

○住民・患者は質の高い医療を受けたいと要望している。その内容は、単な

る医療機関の確保だけでなく、診療の安全性の確保、診療情報の提供の推

進など、患者の選択が尊重された質の高い保健医療サービスを重視してい

る。 
 
○主に、へき地・離島の医療機関における診療機能の向上と、搬送手段の確

保・充実を含む救急医療体制の構築に対する要望が強い。併せて、遠方の

医療機関に通院することの困難さに対する理解に基づいた対応を要望して

いる。 
 
○保健医療サービスに関する情報は、多くの場合、保健医療関係者（医療従

事者、専門家等）と住民・患者との間に格差が存在している。住民・患者

の視点に立った保健医療サービスの提供に関する取組を進めるために、ま

ず、地域の保健医療関係者の医療機能や、各医療機関間の医療連携の状況

などについて住民に分かりやすく提示されることが必要である。併せて、

医療計画の策定においてへき地・離島における医療連携体制のあり方を検

討する際に、住民が積極的に議論に参加できる環境を整備することが重要

である。 
 
（２）無医地区・無歯科医地区がある等へき地・離島の保健医療サービスの確保

が必要な市町村の役割と今後の対応 
○市町村の中には、地域の中核となる医療機関が、保健医療福祉サービスを

包括的に提供する役割を担い、他の医療機関とネットワークを組んで住民

の健康の確保・向上を果たしている事例があることから、市町村と医療機

関が住民の健康について理想の姿を共有し、住民・患者に対しきめ細かい

サービスを提供することが必要である。 
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○そのため、市町村が、医療機能をよく理解し、資源を効率的に活用しなが

ら、住民の健康の確保と向上を目指して包括的な保健医療サービスの戦略

を策定し、保健医療福祉サービスが機能的に統合された体制を構築するこ

とが重要である。また、市町村においては保健医療関係者と意識を共有す

ることを通じて、保健医療関係者の積極的参画を促すことが大切である。 
 
○へき地保健医療アンケート調査において、市町村に対し、「保健医療福祉

などの対策でもっとも充実する必要があるもの」を尋ねたところ、「病気

にならないための保健対策」が過半数を占め、市町村の疾病予防対策への

関心が高いことが示された。市町村は、保健医療関係者と共に、疾病予防

のためのいっそうの取組を行うことが期待される。 
 
○市町村合併は、医療機関の再編成による機能強化など、市町村ごとの保健

医療対策を検証する重要な機会である。例えば、合併する各市町村に診療

所がある場合、これらを統合し、複数の医師が配置され、常時一定レベル

の診療が可能で、他の診療所をサポートする機能を有する中核的な診療所

の設置や、一般的な診療所と巡回診療等を組み合わせた体制に再編成する

こと等により、提供する医療水準の向上と、アクセスと効率性の確保を図

ることなどが可能となる。 
 
（３）へき地・離島の保健医療提供体制を確保する都道府県の役割と今後の対応 

○これまでへき地保健医療対策で取り組まれた、へき地診療所、へき地医療

拠点病院、へき地医療支援機構の設置等、へき地・離島の保健医療対策に

対する財政的支援により、へき地保健医療対策は一定の成果が現れている。

一方で、へき地保健医療対策として残されている課題や、未だ無医地区と

なっている地域も存在する。 
 
○へき地・離島の保健医療サービスの確保は一義的には都道府県の責務であ

る。都道府県内のへき地・離島保健医療対策に関するビジョンを確立し、

関係者にそれぞれの責任と役割の自覚を促し、必要な調整を行うことが重

要である。 
 
○地域で求められる保健医療サービスの向上と共に、地域での専門医療の確

保が課題として顕在化している。特に、へき地・離島の保健医療サービス

を支える地域の中核的な病院における専門医療の確保が課題となっている。

このため、中核的な病院における専門医療の確保については、情報通信技
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術（ＩＴ）の活用や搬送手段の確保を含めた都道府県域全体での調整が必

要である。 
 
○へき地・離島保健医療対策の計画立案と実施に当たっては、他の都道府県

の成果も参考にしつつ、都道府県全域の保健医療提供体制を概観する中で、

検討する必要がある。 
 
○都道府県が作成する医療計画には、これまでもへき地・離島の保健医療サ

ービスの確保に関する事項を記載することとされているが、国の医療計画

制度の見直しに伴い、地域の保健医療関係者の医療機能を記載することな

どによってへき地・離島の実情を考慮した医療機関相互の連携体制を構築

して、実効性のある取組を行う必要がある。あわせて住民・患者の意見も

採り入れる工夫が必要である。 
 
○へき地・離島等地域における保健医療サービスの確保のため、各都道府県

において、関係諸機関が参画する医療対策協議会の設置が進められてきて

いるが、今後さらにこの体制を強化し、都道府県が中心となり、地域にお

ける関係者が協議をして、医師確保等の実効性ある具体策を構築していく

ことが必要である。 
 
（４）医師・医療機関等の役割と今後の対応 

○医師の臨床研修の必修化を契機として、患者の症状全般を診るという総合

診療への関心が高まり、へき地・離島での診療の総合性に関心を持つ医師

は徐々に増加している。このため、卒前教育や臨床研修など、あらゆる機

会をとらえて、へき地・離島での診療への関心をさらに高めるよう努める

べきである。また、へき地保健医療アンケート調査において、へき地診療

所医師に臨床研修におけるへき地・離島研修への期待について尋ねたとこ

ろ、臨床研修を契機として、へき地・離島での診療への関心が高まること

が期待されている。こうしたことを踏まえると、卒後臨床研修においてへ

き地・離島での診療の実習を経験する医師を増加させることを通じて、臨

床研修医に将来のへき地・離島における勤務についての関心を持ってもら

うことが重要である。 
 
○また、これまでのへき地保健医療対策の成果から、へき地・離島の保健医

療サービスを担う医師等に対する診療面及び生活面の適切な支援があれば、

へき地・離島の保健医療サービスの提供に一定期間従事しようとする医師
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が増加している状況にある。このため、へき地・離島での診療に従事する

医師等に対する診療面での支援策や、学習の支援、休暇の確保などの生活

面での支援策について具体的な検討が必要である。 
 

○医師の臨床研修必修化の導入により、魅力のあるプログラムを実施する医

療機関に医師が集まる傾向がみられている。このため、医師確保の観点か

らも、へき地・離島の保健医療サービスを支援する医療機関においても、

充実した臨床研修のプログラムを実施することが必要である。また、この

ような臨床研修医の集まる医療機関が地域においてへき地・離島の保健医

療サービスを支援する中核となるような方策を検討するべきである。 
 
○限られた医療資源を集中させることによって、より高度な医療機能を確保

しつつ、専門医療を担う医師の負担を軽減させることが必要である。一方

で入院機能の集中化と、外来機能の分散の取組を同時に実践する地域も存

在する。地域におけるへき地・離島の保健医療サービスを支援する体制の

構築に当たっては、医療機能の集中化とアクセスの確保のバランスをとり

ながら計画的に検討する必要がある。 
 

（５）医育機関・学会等の役割と今後の対応 
○医師を養成する医育機関は、卒業後も医師の研修を担うと共に、地域医療

に対し、医師を適切に配置する調整を行うなど、幅広い対応を行ってきた。 
 
○平成 17 年３月に国立大学医学部長会議常置委員会・国立大学付属病院長

会議常置委員会において「地域における医師の確保等の推進について（提

言）」が発表された。この中で、大学医学部及び大学付属病院の役割として、

窓口を一本化した透明性・公平性が確保された医師の紹介制度や、へき地・

離島の保健医療サービスの提供に係る専門履修コースの設定などが提言さ

れた。 
 
○医育機関・学会等は、今後も地方自治体との連携を深めるとともに、へき

地医療の向上に協力する必要がある。 
 
（６）国の役割と今後の対応 

○国民に対し良質かつ適切な保健医療サービスを効率的に提供する責任は各

地方公共団体とともに、国も負わなければならない。国は、幅広い保健医

療関係者の意識を統一するためのへき地・離島の保健医療対策に関するビ
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ジョンとして第 10 次へき地保健医療計画を提示し、実効性ある対策の枠組

みを確立する必要がある。また、へき地・離島保健医療対策に悩む地方公

共団体や、医師の派遣を行う役割を担う医療機関、医師の派遣を受ける医

療機関それぞれに対してもきめ細かい助言・指導を行うことが必要である。 
 

○これまでの財政的支援によって、へき地・離島保健医療対策は一定の成果

を見たところであり、引き続きこのような支援は重要である。 
 
○今後のへき地・離島保健医療対策の全体像を構築するに当たっては、国は、

地方公共団体の取組を財政面のみならず、全国各地の参考事例の紹介など

情報面での支援を行うことが必要である。また、関係省庁が協力して総合

的な対策を講じていくことが必要である。 
 
 
４ へき地・離島保健医療対策に関するこれまでの対策を踏まえた今後の具体的

支援方策 
○へき地・離島における保健医療サービスの内容としては、住民の高齢化等に

より、慢性疾患の管理などの割合が高い。一方、他の医療機関へのアクセス

が制限されていることから、救急医療への対応も必要である。 

 
（１）へき地・離島の保健医療の確保 
１）へき地診療所 
○これまでのへき地診療所に対する支援により、へき地・離島の保健医療サ

ービスの確保が図られたものと評価されるが、地域によっては、地方公共

団体等の補助金でなく民間医療機関等が独自に設置した施設もある。一方

で、このような施設の中には、医師の高齢化等により存続できなくなり、

結果として当該地域が無医地区となってしまう場合も見受けられる。この

ため、民間医療機関等が設置する診療所についても、周囲に他の医療機関

が無く、地方公共団体等が設置したへき地診療所と同じ機能を有する場合

は、当該診療所の設備等について、へき地診療所として支援を行うことを

可能としている。今後、民間医療機関等が設置する診療所への支援につい

て関係者へのいっそうの周知を図り、地域の多様な取組を促進する必要が

ある。 
 
○また、へき地診療所の設置・運営を行う等、へき地・離島の保健医療サー

ビスを支援する民間の医療機関に対しては、動機付けるための何らかの支
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援措置を検討する必要がある。 
 
○さらに、市町村合併などを通して公的医療機関の再編成が行われており、

へき地診療所についても統合して、複数の医師を配置し、地域の高度な保

健医療サービスのニーズに応じるよう目指すことも考えられる。このよう

なへき地診療所の再編成についても、何らかの支援を行う必要がある。 
 
○へき地診療所の設置には、原則として、地域の人口が 1,000 人以上（離島

については 300 人以上）といった要件が定められているが、地域の実情に

合わせて、柔軟な対応を行っており、このことを周知する必要がある。 
 
２）巡回診療 

○山間へき地においては、道路整備の改善などにより巡回診療に対する需要

は低下しつつある。しかしながら、離島など地域において巡回診療の必要

性があるところもある。 
 
○今後とも巡回診療に対する支援は必要であり、交通手段の確保などの代替

手段の検討を含め、各地域において巡回診療の必要性を十分に検討するこ

とが重要である。 
 
（２）へき地・離島の保健医療サービスを担う医師等に対する支援 
１）へき地医療支援機構の強化 

○へき地医療支援機構は、広域的なへき地医療支援事業の企画・調整を行う

ことを目的に、第９次へき地保健医療計画において設置されたものである。

原則としてへき地・離島における保健医療サービスを支援する活動を行う

専任の医師を配置し、へき地診療所等への代診医の派遣の調整、へき地・

離島の保健医療サービスを担う者に対する研修計画の作成、へき地・離島

での保健医療サービスを担いたいと思う者への就職のあっ旋、へき地医療

拠点病院の評価など、幅広くへき地医療支援を実施している。 
 
○へき地医療支援機構は、へき地診療所に勤務する医師等の支援として有

効に機能している。へき地医療支援機構に所属する医師がへき地診療所を

代診している例もあり、更なる支援機能の向上が必要である。 
 
２）情報通信技術（ＩＴ）による診療支援 

○情報通信技術（ＩＴ）を活用した遠隔医療等については、近年、高速大
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容量の通信回線の普及や関連技術の進展によって、実践例が増えつつある。

特に、現在の情報通信技術（ＩＴ）の水準で一般的とされる技術であって

も、相当程度の遠隔医療等の実践と効果が期待できる。 
 
○例えば、旭川医科大学では、眼科領域での遠隔医療システムによって、

患者が遠方の医療機関を受診しなくても、身近な地域で、対面で専門医の

診察を受けることとほぼ同等の成果が得られている。 
 
○こうした地域の事情を踏まえて、すでに組織的に取り組まれている成功

事例等を取り上げ、必要な支援方策等を検討する必要がある。 
 
○地域のへき地医療拠点病院等で専門医師の不足などにより、診療上の意

見照会や相談等を行う相手を確保できず、専門的な診療の対応に支障が生

じる場合も考えられる。そのため、全国からの意見照会や相談等に対し、

情報通信技術（ＩＴ）によって対応可能な組織等を確保することも考えら

れる。 
 
○また、医師が常駐せず、看護師が常時対応することとなるへき地診療所

において、看護師の活動を支援するため、情報通信技術（ＩＴ）を用いた

医師による遠隔診療を行うことも考えられる。 
 
３）へき地医療拠点病院における診療支援の充実 

○へき地医療拠点病院は、無医地区等の保健医療サービスの提供を支援す

ることを目的として、都道府県が拠点となる病院を指定し、巡回診療、へ

き地診療所への代診医の派遣及び技術指導、へき地・離島の保健医療サー

ビスを担う者に対する研修機会及び研究施設の提供、遠隔医療等の各種診

療支援などを行うものである。平成 17 年３月現在で 244 病院が指定され

ている。 
 
○へき地医療拠点病院はへき地診療所の支援拠点として重要である。一方

で、へき地診療所を支援する活動は地域により格差がある。このため、活

動の実情に併せたへき地医療拠点病院の指定の在り方の見直しと、活動支

援方策の充実が必要である。 
 
○また、へき地・離島の保健医療サービスに対する支援は、へき地医療拠

点病院だけでなく、地域の医療機関がネットワークによって行っているこ
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とから、このような取組を住民・患者に明示することによってへき地・離

島の住民・患者に安心感を持ってもらうことも重要である。 
 
４）へき地・離島医療マニュアル（仮称）の作成 

○へき地・離島の保健医療サービスを行う医師が実施すべき保健医療サー

ビスの標準化について、さまざまな取組がなされている一方、住民・患者

が期待するサービスと提供するサービスが一致しない場合もみられる。 
 
○へき地・離島の保健医療サービスの内容を普及させることは、へき地・

離島の保健医療サービスを担う医師の研鑽や地方公共団体、住民等の理解

の促進など、関係者が共同したへき地・離島の保健医療サービスのあり方

の検討に資することから、提供すべきサービスの内容についてのマニュア

ルの作成に取り組む必要がある。 
 
（３）救急医療の確保 
１）医師に対する救急医療講習の実施 
○へき地・離島に勤務する医師は、様々な症状のある急患が発生した場合の

対応が必要となる一方、このような症例を経験する機会が限定されている。

このため、確立されたカリキュラムによる救急医療講習の受講を支援する

必要がある。 
２）へき地・離島の救急患者のヘリコプターによる搬送 

○へき地・離島における患者のヘリコプター等による搬送については、搬送

に係る具体的な手順等を定め、関係者が共有することが必要である。例え

ば、搬送時にへき地・離島で診療に従事する医師がヘリコプターに同乗す

ると、当該地域が無医地区になることから、患者受入医療機関の医師がヘ

リコプターに同乗する必要がある。 
 

（４）へき地患者輸送車による受診手段の確保 
○へき地保健医療対策の中で、移動手段を持たない高齢者に対し、医療機関

へ送迎する対応が重要となってきていることから、へき地患者輸送車によ

る支援が引き続き必要である。 
 
（５）へき地保健医療情報システムの見直し 

○（社）地域医療振興協会において、インターネットを利用した情報の共有

化を促進するためのへき地保健医療情報システムが稼働しているところで

ある。ここでは各地域のへき地・離島での取組の紹介、掲示板機能による
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へき地・離島での診療の志望者に対する相談等幅広い取組を実践している。

このような取組は、一般への普及啓発を効果的に行うなど必要な見直しを

行いながら続ける必要がある。 
 
 
５ へき地・離島の保健医療サービスを担う医師を確保するための新たな方策 

○これまでのへき地保健医療対策は、無医地区・無歯科医地区の解消等を目的

として、へき地診療所の設置や支援等を中心に実施されてきた。一方、へき

地・離島における保健医療サービスに関する課題としては、中核となる地域

の病院や、産科、小児科等の不足感の強い診療科に医師を確保する必要があ

るなど、医師の確保に関する新たな方策が必要となっている。へき地・離島

の保健医療サービスの提供に実効性をもたせるためには、多くの関係者の協

力と、それを支援する多面的な取組が重要である。 
 
（１）公的な医療機関によるへき地・離島の診療支援の強化 

○これまでもへき地・離島における診療支援は、公的な医療機関がその中核

を担っているところであるが、国公立病院等も含めた全ての医療機関によ

るへき地診療支援の責務を明確化し、これらの医療機関が地域で率先して

実施することにより、へき地・離島の保健医療提供体制をより強化するこ

とが適当である。 
 
（２）地元出身の医師育成を促進する方策 

１）医学部における地域を指定した入学者選抜（地域枠） 
○文部科学省によれば、平成 17 年度 7 大学において地域を指定した入学者

選抜を実施しており、平成 18 年度からさらに７大学が実施する予定とな

っている。これにより医師の地域への定着が期待される。 
 

２）へき地・医療の保健医療サービスを担う医師を確保するための奨学金制度 
○一部の都道府県では、へき地・離島の保健医療サービスを一定期間担うこ

とを条件とした奨学金制度が実施されている。 
 

○自治医科大学などへき地・離島の保健医療サービスの向上を目的とした開

学の精神を有する医学部の環境が、学生にへき地・離島の保健医療に従事

する意志を持続させることができる。奨学金制度を実施する都道府県は、

奨学金制度や地域を指定した入学者選抜を通じ、へき地・離島の保健医療

サービスの提供に実効性のある取組が期待される。 
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（３）へき地・離島に勤務する医師・歯科医師等の確保・紹介のための公正で公

明かつ持続的なシステム 
○文部科学省では、大学における医師紹介システムの明確化及び決定プロセ

スにおける透明性の確保を推進しており、平成 17 年３月現在、35 大学で、

医師紹介窓口を一本化している。この他、地域医療支援委員会を大学内に

設置し、行政機関及び医療機関と連携するなどの取組が行われている。 
 
○また、地域の医療機関、医育機関など関係諸機関が参加し、地域における

具体的な医師確保方策について検討を行う場として、都道府県が中心とな

った、医療対策協議会が設置されてきている。このような協議会及び当該

協議会への参画・協力の制度化を含めた充実を図ることが適当である。 
 

○（社）全国自治体病院協議会では、平成 17 年４月より、それまでの医師紹

介業務を拡充して、自治体病院・診療所医師求人求職支援センターを運営

しており、全国の地方公共団体立の医療機関の就職についての相談とあっ

旋を行っている。 
 
○（社）地域医療振興協会では、へき地医療情報ネットワーク等を通じて、

へき地等での勤務を希望する医師・歯科医師等を募集し、各都道府県のへ

き地・離島の保健医療サービスの状況についての情報提供と、各都道府県

のへき地医療支援機構への紹介を行っている。 
 
○17 府県・４郡市区の医師会では、医師の就職相談とあっ旋を目的として、

無料の職業紹介としてドクターバンク事業を実施している。 
 
○このように様々な機会を通じて行われている医師・歯科医師等の確保・紹

介のための取組については、今後とも、きめ細かな相談等により、希望す

るへき地・離島での勤務が円滑に行われることが必要である。 
 

（４）へき地・離島での診療を動機づける方策 

○ へき地保健医療アンケート（診療所医師アンケート）によれば、へき地診

療所に勤務している理由として最も多かったものは、「やりがいがあるか

ら」であった。また、へき地診療所での勤務を続けるために必要なことと

して、「診療支援体制の強化」、「医師としての研修・生涯教育の充実」、

「地元行政の理解と協力」の順に回答が多かった。このため、今後のへき
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地・離島保健医療対策についても、これらを基本として考えることが必要

である。 

 

１）へき地・離島での診療経験の評価 

○地域内の公的病院を含む全ての医療機関において、へき地・離島での診療

経験を評価して、報酬や勤務条件（就職、昇進等）に結びつける取組が有

効と考えられる。 

 

○一部の都道府県においては、例えば、職員として採用した医師を、域内の

へき地・離島等の医療機関に派遣するとともに、一定期間後の研修等と組

み合わせるなどの取組が実施されている。地域における中核病院を中心と

した、地域内の医療機関等をローテートすることによる医師養成システム

を構築し、地域内で医師としてのキャリアの形成を可能にしていくことが

適当である。 

 

２）へき地・離島での診療に対する専門性の認定 

○へき地・離島での診療に従事していても、専門性が認められない事情がへ

き地・離島の診療を希望する医師の悩みとなっている。へき地・離島での

診療を専門性として評価し、これについて認定する方策が有効と考えられ

る。 

 

○また、へき地診療に係る実務経験を、へき地医療に関連のある専門医の所

得要件として評価することを、関連のある学会へ働きかけることが適当で

ある。 

 

３）公益性の高い医療についての医師の責務 

○へき地診療、夜間診療、救急医療など、地域において必要とされる医療の

確保については、公益性の高い医療であることから、医師の職務の公益性

等にかんがみ、これらの医療への従事、協力について、医師の責務を明確

にしていくことが適当である。 

 

４）臨床研修におけるへき地・離島の保健医療サービスの体得 

○現在は、保健所での研修を含む地域保健・医療については義務化されてい

るが、一歩進めて、へき地・離島の保健医療サービスを体得できるような

研修プログラムづくりを促す必要がある。 
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（５）医療機関が担うへき地・離島の保健医療サービスに対する支援 

１）へき地・離島の保健医療サービスについて持続して実施する医療機関に対

する税制面の配慮 

○へき地・離島の保健医療サービスは医療機関にとって負担が大きいことか

ら、このようなサービスを公益性の高い医療サービスと位置づけ、これを

行う医療機関に対し、税制面等で優遇を行うことが必要である。 

 

２）へき地・離島の保健医療サービスについて持続して支援する医療機関に対

する医療計画上の配慮 

○病床過剰地域に開設された病院の開設者が同一都道府県内のへき地・離島

の保健医療サービスを支援し、へき地・離島の患者を当該病院で治療する

場合、医療計画上の配慮を行うことにより、民間の医療機関によるへき地

の保健医療サービスの支援が期待される。 

 

３）地域医療支援病院の制度を活用した配慮 

○地域医療支援病院は地域における医療の確保のために必要な支援を行う

ことを目的に設置され、具体的には、他の病院や診療所から紹介された患

者に対する医療の提供、病院の施設や設備の地域での共用、救急医療の提

供、研修機会の提供などを機能として有している。 

 

○へき地・離島の保健医療サービスに対する支援は、地域における医療の確

保のために必要であり、地域として支えていくことが必要であることから、

へき地・離島の診療に対する支援について、地域医療支援病院の機能とし

て位置づけ、指定する際にその活動を評価することが適当と考えられる。

このため、他の医療機関からの紹介率や、他の医療機関への逆紹介率を評

価するという現在の要件について見直しの検討が必要である。 

 

４）へき地等における人員配置標準における特例の導入 

○人員配置標準は、へき地や離島等保健医療サービスが不足する地域にあっ

ては、へき地医療拠点病院からの支援をはじめ様々な方法により、医療の

確保が図られているという実情を踏まえ、国が定める基準を下回る配置で

あっても、都道府県知事が、医療計画等において、医療提供の体制を確保

できると判断できる場合には、一定の圏域を指定し、その圏域内の医療機

関については、全国一律のものより緩やかに設定する数を上回っていれば、

「標準を欠く」には当たらない取扱いとする仕組みの創設について検討す

べきである。 
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（６）へき地・離島での診療に従事する医師の負担を軽減する方策 

１）コメディカル等との役割分担による負担の軽減 

○へき地・離島においては、診療所に毎日医師が勤務していない状況や、往

診に時間がかかる状況などがあることから、すべての対応を医師が直接行

うことが難しい。そのため、看護師等と協働しながらの情報通信機器を用

いた遠隔診療など、医療関連職種や事務職員との役割分担によって医師の

負担を軽減することが有効であると考えられる。 

 

２）医療機関の再編成 

○複数の診療所を再編成して、医師の複数配置を実現する方策の他、例えば

小児科や産科といった診療科においても、集約化を通じて、機能の高度化

と、従事する医師の負担を軽減することができる。地域において、医療機

関や、診療科の配置を検討し、相互に支援するネットワークの形成が必要

である。 

 

○三重県の紀南病院では、内科医に関して医師不足となったが、地域の医師

会と協働して、外来患者を医師会が担当することし、紀南病院においては

入院医療を中心に実施することで、地域で必要な保健医療サービスを確保

した。このように診療所と病院の役割分担を行うことも再編成の有効な方

法であると考えられる。 

 

（７）子育てをしながらでも働きやすい環境の整備 

○子育てをしながらでも働きやすい環境を整備することにより、医療従事者

の子育てを理由とした退職が減少することが期待される。また、子育て

を理由とした退職後の復帰を支援することにより、へき地・離島等にお

ける診療に従事する医師の増加が期待される。 

 

（８）退職医師の活用 

○へき地・離島への医師の供給を促進するため、定年等で退職した医師の再

就業のための再教育等の充実強化を図る必要がある。 

 

（９）自治医科大学の定員枠の見直し 

○自治医科大学卒業生は、その大多数が、出身各都道府県において、へき地・

離島等における勤務義務を果たし、義務終了後もへき地等において勤務を

継続する者も多い。自治医科大学の定員枠を見直すことによって、効率的
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にへき地・離島における医師の確保が進むことが期待される。 

 

（10）自衛隊医官との連携 

○自衛隊医官は、短期間に専門医取得に必要な症例の数と種類を経験できる

医療機関を求めており、自衛隊医官にとって望ましいとされる専門的研修

が可能な医療機関への派遣が行われた結果、その医療機関からへき地にあ

る医療機関への医師派遣が可能になるなど、間接的な効果も考えられるこ

ともあり、検討を進める。 

 

 

６ 医療計画における位置付け 

○医療法では、都道府県が作成する医療計画に記載する事項として、「へき地

の医療の確保が必要な場合にあっては、当該医療の確保に関する事項」があ

げられており、へき地や離島のある各都道府県の医療計画に、必要な保健医

療サービスが盛りこまれている。 
 

○現在見直しを検討している新たな医療計画制度の考え方では、さまざまな医

療機能の地域における配置や、医療機関間の連携・ネットワーク、医療提供

者の役割の明確化を図ることとしている。へき地・離島保健医療対策におい

ても、新たな医療計画制度で求められるさまざまな医療機能の連携・ネット

ワーク、医療提供者の役割を踏まえ、課題の達成を図る必要がある。 
 

○また、医療計画に基づき、各医師のキャリア形成に配慮した医師配置の調整

を含む、地域での「医療連携体制」を確保することが必要である。 
 
○このことは、医師の視点からすると、地域において複数の医療機関における

経験を積むことで、キャリア形成ができるという利点も認められる。 
 
 
７ おわりに 

○本検討会では、第 10 次のへき地・離島保健医療対策のあり方を念頭に置い

て、関係者が共有すべき将来のへき地・離島での保健医療サービスの姿の構

築に努めた。 
 
○国は、本報告書において指摘した内容に基づき、適切な対応を行う必要があ

る。また、その成果を５年後に確認し、その結果に基づき、所用の見直しを
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図ることが必要である。 
 
○へき地・離島における保健医療サービスは、最も脆弱な部分として、さまざ

まな保健医療提供体制に関する課題が現れやすい。そのため、解決には、国

全体の保健医療提供体制の課題であるとの認識に基づいて総合的に取り組

む必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



へき地保健医療対策検討会の審議経過 
 
 
第 1 回 平成 17 年 1 月 24 日（月） 

○ 第 9 次へき地保健医療計画の取り組みの検証 
○ 無医地区調査及び無歯科医地区調査について 
○ 鈴川班へき地診療所等アンケート調査（案）について 
○ 今回の検討会で審議すべき論点《事務局（案）》について 

 
第 2 回 平成 17 年 2 月 28 日（月） 

○ 臨床研修制度について 
○ へき地医療に求める姿（各委員からのプレゼンテーション） 

・ 住民の立場から 
・ 自治体の立場から 
・ へき地医療に携わる立場から 

 
第 3 回 平成 17 年 3 月 31 日（木） 

○ へき地医療への取り組み 
・ 島根県及び長崎県の取り組み 
・ 地域医療振興協会の取り組み 

○ IT を活用した診療支援（旭川医科大学の例） 
 
第 4 回 平成 17 年 4 月 18 日（月）  テレビ会議形式による開催 

○ 情報通信技術についての実演 
（鳥羽市神島診療所～東京都霞ヶ関の間） 

○ へき地保健医療の実践について 北海道瀬棚町の取り組み 
○ へき地保健医療対策検討会報告書骨子（案） 

 
第 5 回 平成 17 年 5 月 23 日（月） 

○ へき地医療への取り組み～看護師の立場から～ 
○ これまでの議論の整理 
○ へき地医療に医師を確保するための新たな方策の検討 

 
第 6 回 平成 17 年 6 月 8 日（水） 

○  へき地医療に医師を確保するための新たな方策の検討 
 
第 7 回 平成 17 年 7 月 1 日（金） 

○  へき地保健医療対策検討会報告書（案）について 
 



へき地保健医療対策検討会委員 
 
 

奥野
お く の

 正孝
まさたか

  三重県鳥羽市立神島
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診療所長 
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きたまど

 隆子
た か こ

  青森県健康福祉部長（～平成 17 年 3 月 31 日） 

新庄
しんしょう

 文明
ふみあき

   長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授 

鈴川
すずかわ

 正之
まさゆき

  自治医科大学救急医学教室教授 

清藤
せいとう

 勇也
ゆ う や

  社団法人日本歯科医師会副会長 

○ 高久
た か く

 史麿
ふみまろ

  自治医科大学学長 

高橋
たかはし

 彦芳
ひ こ よ し

         長野県下
し も

水内
み の ち

郡栄村
ぐんさかえむら

村長 

土屋
つ ち や

 隆
たかし

  社団法人日本医師会常任理事 

冨澤
とみさわ

 一郎
い ち ろ う

         宮城県保健福祉部医療健康局長（平成 17 年 4 月 1 日～） 

樋口
ひ ぐ ち

 紘
ひろし

  全国自治体病院協議会常務理事（岩手県立中央病院長） 

前野
ま え の

 一雄
か ず お

  読売新聞医療情報部長 

松村
まつむら

 良幸
よしゆき

  長崎県対馬市長（前 全国離島振興協議会会長） 

元山
もとやま

 三郎
さ ぶ ろ う

  鹿児島県離島緊急医療対策組合議長（鹿児島県大島郡宇検
う け ん

村長） 

吉新
よ し あ ら

 通康
みちやす

  社団法人地域医療振興協会理事長 

吉岡
よしおか

 キヨコ
き よ こ

  岡山県新見市哲西支局市民福祉課主任保健師 

吉岡
よしおか

 陽子
よ う こ

  風待ち海道倶楽部会長 

吉田
よ し だ

 晃敏
あ き と し

  旭川医科大学眼科講座教授 

 

※ ○は座長を示す。 



平成１６年度無医地区等調査・無歯科医師地区等調査の概況 

 

※今後さらにデータの整理を進めることに伴い、結果が若干変動することがある。 

 

１ 調査の概要 

（１）目的 

○ 全国の無医地区等の実態及び医療確保状況の実態を調査し、へき地保健医療体制の

確立を図るための基礎資料を得ることを目的とする。（無医地区等調査） 

○ 全国の無歯科医師地区等の実態及び歯科医療確保状況の実態を調査し、へき地歯科

保健医療体制の確立を図るための基礎資料を得ることを目的とする。（無歯科医師地

区等調査） 

 

（２）対象 

○ 無医地区及び無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が地区と各

都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区（無医地区に準じる地区）

を有する市町村。（無医地区等調査） 

○ 無歯科医地区及び無歯科医地区には該当しないが、無歯科医地区に準じた医療の確

保が地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区（無歯科医地

区に準じる地区）を有する市町村。（無歯科医地区等調査） 

 

（３）調査日  

○ 平成１６年１２月末現在の状況を調査した。 

 

（４）方法 

○ 各都道府県の協力を得て、市町村に調査票の作成を依頼し、厚生労働省が集計を行

った。 
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２　結果の概要
（１）無医地区、無歯科医地区と人口

1) 無医地区の人口と無医地区数

昭和41年 昭和46年 昭和48年 昭和53年 昭和59年 平成元年 平成６年 平成11年 平成16年

人　口 1,191,312 884,844 767,340 504,819 319,796 285,034 236,193 203,522 164,680

地区数 2,920 2,473 2,088 1,750 1,276 1,088 997 914 787

2)無歯科医地区の人口と無歯科医地区数

昭和46年 昭和53年 昭和59年 平成元年 平成６年 平成11年 平成16年

人　口 1,783,957 1,442,004 786,395 544,824 417,037 383,113 295,480

地区数 3,268 2,795 1,935 1,507 1,319 1,153 1,046

無医地区の人口と無医地区数
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3) 都道府県別無医地区人口

都道府県名 人　口

北　海　道 16,473

青　森　県 3,498

岩　手　県 9,846

宮　城　県 6,962

秋　田　県 2,475

山　形　県 1,468

福　島　県 4,265

茨　城　県 4,850

栃　木　県 4,745

群　馬　県 1,041

埼　玉　県

千　葉　県

東　京　都

神 奈 川 県

新　潟　県 7,739

富　山　県 1,751

石　川　県 5,073

福　井　県 2,629

山　梨　県 1,435

長　野　県 4,242

岐　阜　県 1,680

静　岡　県 2,132

愛　知　県 5,589

三　重　県 2,020

滋　賀　県 609

京　都　府 2,661

大　阪　府

兵　庫　県 1,394

奈　良　県 2,788

和 歌 山 県 3,490

鳥　取　県 314

島　根　県 5,175

岡　山　県 7,425

広　島　県 9,692

山　口　県 1,402

徳　島　県 3,340

香　川　県 984

愛　媛　県 1,781

高　知　県 8,487

福　岡　県 3,858

佐　賀　県 98

長　崎　県 850

熊　本　県 4,403

大　分　県 7,864

宮　崎　県 3,696

鹿 児 島 県 3,462

沖　縄　県 994

全　国　計 164,680
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4) 都道府県別無医地区数

都道府県名 地区数

北　海　道 111

青　森　県 23

岩　手　県 25

宮　城　県 19

秋　田　県 16

山　形　県 9

福　島　県 17

茨　城　県 23

栃　木　県 13

群　馬　県 6

埼　玉　県

千　葉　県

東　京　都

神 奈 川 県

新　潟　県 36

富　山　県 7

石　川　県 12

福　井　県 8

山　梨　県 10

長　野　県 19

岐　阜　県 10

静　岡　県 13

愛　知　県 19

三　重　県 4

滋　賀　県 4

京　都　府 11

大　阪　府

兵　庫　県 9

奈　良　県 9

和 歌 山 県 18

鳥　取　県 3

島　根　県 27

岡　山　県 29

広　島　県 56

山　口　県 10

徳　島　県 19

香　川　県 6

愛　媛　県 9

高　知　県 48

福　岡　県 23

佐　賀　県 1

長　崎　県 4

熊　本　県 18

大　分　県 38

宮　崎　県 22

鹿 児 島 県 16

沖　縄　県 7

全　国　計 787

0 50 100 150

北　海　道

青　森　県

岩　手　県

宮　城　県

秋　田　県

山　形　県

福　島　県

茨　城　県

栃　木　県

群　馬　県

埼　玉　県

千　葉　県

東　京　都

神 奈 川 県

新　潟　県

富　山　県

石　川　県

福　井　県

山　梨　県

長　野　県

岐　阜　県

静　岡　県

愛　知　県

三　重　県

滋　賀　県

京　都　府

大　阪　府

兵　庫　県

奈　良　県

和 歌 山 県

鳥　取　県

島　根　県

岡　山　県

広　島　県

山　口　県

徳　島　県

香　川　県

愛　媛　県

高　知　県

福　岡　県

佐　賀　県

長　崎　県

熊　本　県

大　分　県

宮　崎　県

鹿 児 島 県

沖　縄　県

4



5) 都道府県別無歯科医地区人口

都道府県名 人　口

北　海　道 15,670

青　森　県 3,031

岩　手　県 6,468

宮　城　県 11,380

秋　田　県 1,927

山　形　県 1,968

福　島　県 5,843

茨　城　県 5,238

栃　木　県 4,880

群　馬　県 936

埼　玉　県

千　葉　県

東　京　都

神 奈 川 県

新　潟　県 11,239

富　山　県 2,655

石　川　県 7,931

福　井　県 2,034

山　梨　県 3,359

長　野　県 10,796

岐　阜　県 3,978

静　岡　県 1,759

愛　知　県 11,321

三　重　県 2,008

滋　賀　県 1,510

京　都　府 8,077

大　阪　府

兵　庫　県 1,817

奈　良　県 2,624

和 歌 山 県 8,544

鳥　取　県 314

島　根　県 12,702

岡　山　県 18,094

広　島　県 12,777

山　口　県 13,293

徳　島　県 6,817

香　川　県 2,588

愛　媛　県 13,783

高　知　県 15,628

福　岡　県 3,894

佐　賀　県 1,786

長　崎　県 3,494

熊　本　県 4,039

大　分　県 17,088

宮　崎　県 6,605

鹿 児 島 県 21,856

沖　縄　県 3,729

全　国　計 295,480
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6) 都道府県別無歯科医地区数

都道府県名 地区数

北　海　道 106

青　森　県 20

岩　手　県 22

宮　城　県 26

秋　田　県 13

山　形　県 9

福　島　県 23

茨　城　県 25

栃　木　県 13

群　馬　県 4

埼　玉　県

千　葉　県

東　京　都

神 奈 川 県

新　潟　県 50

富　山　県 9

石　川　県 15

福　井　県 8

山　梨　県 14

長　野　県 31

岐　阜　県 17

静　岡　県 10

愛　知　県 26

三　重　県 4

滋　賀　県 8

京　都　府 20

大　阪　府

兵　庫　県 12

奈　良　県 8

和 歌 山 県 32

鳥　取　県 3

島　根　県 42

岡　山　県 47

広　島　県 67

山　口　県 26

徳　島　県 29

香　川　県 13

愛　媛　県 27

高　知　県 66

福　岡　県 24

佐　賀　県 6

長　崎　県 11

熊　本　県 16

大　分　県 51

宮　崎　県 28

鹿 児 島 県 53

沖　縄　県 12

全　国　計 1,046

0 50 100 150

北　海　道

青　森　県

岩　手　県

宮　城　県

秋　田　県

山　形　県

福　島　県

茨　城　県

栃　木　県

群　馬　県

埼　玉　県

千　葉　県

東　京　都

神 奈 川 県

新　潟　県

富　山　県

石　川　県

福　井　県

山　梨　県

長　野　県

岐　阜　県

静　岡　県

愛　知　県

三　重　県

滋　賀　県

京　都　府

大　阪　府

兵　庫　県

奈　良　県

和 歌 山 県

鳥　取　県

島　根　県

岡　山　県

広　島　県

山　口　県

徳　島　県

香　川　県

愛　媛　県

高　知　県

福　岡　県

佐　賀　県

長　崎　県

熊　本　県

大　分　県

宮　崎　県

鹿 児 島 県

沖　縄　県

6



（２）無医地区、無歯科医師地区の増減

1) 無医地区数の増減

増 減

全 国 計 56 138

2) 無歯科医地区数の増減

増 減

全 国 計 82 178
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増

減

○前回調査（平成１１年）に対する無医地区、無歯科医地区の増減について、市町村
が総括表を作成し、これを集計した。
○市町村の錯誤などのため、無医地区、無歯科医師地区の個票を集計した結果と一致
していない。
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3) 無医地区数の増加理由

医療機関がなくなった 31

人口が50人以上になった - 

交通の便が悪くなった 4

地域区分を変更した 6

その他 12

4) 無医地区数の減少理由

医療機関ができた 14

人口が50人未満になった 33

交通の便がよくなった 76

地域区分を変更した 5

その他 7

その他の内容

施設の改築移転に伴い地区に誰もいなくなった。

集団移転により廃村。

調査により。

地区内の診療所の診療が週１回から隔週１回に減った。

用語の定義（注）の（ウ）に該当するため。受療機会の確保が図れた。

前回調査以前から定期的に開診していた（要件に該当しない）

前回の田代地区が高木地区に名称変更（田代地区は高木地区の一部であり、無医地区は高木地区全体で
あるため変更するもの）

地区名は三ケ山ではなく三箇山が正しいので今回修正するもの

前回調査では、二町を１地区としていたが、今回それぞれ別地区であることから市町村単位に分けた。

平成11年調査時点では、無医地区に該当しないとしていたが、今回精査したところ、交通の便もさほど
よくなく無医地区に準ずる地区に該当すると判断した。

前回の調査において漏れていた地区である。

医師確保ができない。

医療機関がな
くなった
58.5%

その他
22.6%

地域区分を変
更した
11.3%

交通の便が悪
くなった

7.5%

その他
5.2% 医療機関がで

きた
10.4%

地域区分を変
更した
3.7%

交通の便がよ
くなった
56.3%

人口が50人未
満になった

24.4%
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5) 無歯科医地区数の増加理由

医療機関がなくなった 17

人口が50人以上になった - 

交通の便が悪くなった 11

地域区分を変更した 12

その他 32

6) 無歯科医地区数の減少理由

医療機関ができた 12

人口が50人以下になった 32

交通の便がよくなった 105

地域区分を変更した 13

その他 12

その他の内容

前回調査誤りのため。

調査漏れ。

前回調査漏れ。

廃村。

報告漏れ。

用語の定義（注）の（ウ）に該当するため。受療機会の確保が図れた。

地区の中心から半径４㎞以内に50人以上が居住しており、かつ容易に医療機関を利用できないため。

二川の地区名変更。

地区名は三ケ山ではなく三箇山が正しいので今回修正するもの

前回調査では、二町を１地区としていたが、今回それぞれ別地区であることから市町村単位に分けた。

平成11年調査時点では、無医地区に該当しないとしていたが、今回精査したところ、交通の便もさほど
よくなく無医地区に準ずる地区に該当すると判断した。

名称変更

診療日の増。

前回調査以前から定期的に開診していた（要件に該当しない）

前回の田代地区が高木地区に名称変更（田代地区は高木地区の一部であり、無医地区は高木地区全体で
あるため変更するもの）

医療機関がな
くなった
23.6%

その他
44.4%

地域区分を変
更した
16.7%

交通の便が悪
くなった
15.3%

人口が50人以
下になった

18.4%

交通の便がよ
くなった
60.3%

地域区分を変
更した
7.5%

医療機関がで
きた
6.9%

その他
6.9%
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（３）無医地区の分析 

 

1) 人口規模別無医地区数 

 

   人口規模（人）    地区数 

１５００～１９９９ 3

１０００～１４９９ 7

９００～９９９ 4

８００～８９９ 6

７００～７９９ 6

６００～６９９ 13

５００～５９９ 21

４００～４９９ 32

３００～３９９ 45

２００～２９９ 119

１００～１９９ 267

５０～９９ 264

 

へき地診療所の設置要件である、人口１０００人以上の無医地区は１０地区であった。 
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2) 人口の多い無医地区 

 

道県名 市町村名 地区名   

人口

（人）

宮城県 川崎町 支倉 ﾊｾｸﾗ 1984

岩手県 玉山村 玉山 ﾀﾏﾔﾏ 1758

宮城県 岩出山町 真山 ﾏﾔﾏ 1584

石川県 七尾市 南大呑地区 ﾐﾅﾐｵｵﾉﾐﾁｸ 1345

岩手県 野田村 野田 ﾉﾀﾞ 1320

三重県 美杉村 太郎生 ﾀﾛｵ 1305

新潟県 柏崎市 米山 ﾖﾈﾔﾏ 1124

栃木県 馬頭町 大内・大那地 ｵｵｳﾁ ｵｵﾅﾁ 1113

新潟県 小千谷市 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ 1068

群馬県 那須町 大沢 ｵｵｻﾜ 1056

和歌山県 広川町 津木地区 ﾂｷﾞﾁｸ 979

岡山県 御津町 宇甘西 ｳｶｲﾆｼ 949

北海道 標茶町 虹別 ﾆｼﾞﾍﾞﾂ 935

茨城県 大子町 外大野 ｿﾄｵｵﾉ 933

奈良県 十津川村 西川地区 ﾆｼｶﾜﾁｸ 862

愛知県 足助町 四ツ松地域 ﾖﾂﾏﾂﾁｲｷ 852

長野県 開田村 末川 ｽｴｶﾜ 834

宮崎県 椎葉村 松尾地区 ﾏﾂｵﾁｸ 819

福井県 小浜市 宮川 ﾐﾔｶﾞﾜ 816

奈良県 天川村 洞川地区 ﾄﾞﾛｶﾞﾜ 806
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3) 無医離島の状況 

 

 無医地区のうち、島内全体が無医地区となっている状況は以下のとおり。 

 

 県名 市町村名 島名   

人口

（人）

 長崎県 壱岐市 三島（大島、長島、原島） 516

 山口県 萩市 相島 ｱｲｼﾏ 242

 岡山県 玉野市 石島 ｲｼﾏ 126

 山口県 下関市 蓋井島 ﾌﾀｵｲｼﾞﾏ 118

 兵庫県 家島町 男鹿島 ﾀﾝｶﾞｼﾏ 113

 佐賀県 肥前町 向島 ﾑｸｼﾏ 98

 長崎県 鷹島町 黒島 ｸﾛｼﾏ 90

 香川県 丸亀市 小手島 ｵﾃｼﾏ 81

 大分県 津久見 無垢島 ﾑｸｼﾏ 76

 香川県 丸亀市 手島 ﾃｼﾏ 63

 沖縄県 竹富町 鳩間島 ﾊﾄﾏｼﾞﾏ 62

 高知県 宿毛市 鵜来島 ｳｸﾞﾙｼﾏ 60

 山口県 岩国市 端島 ﾊｼﾏ 51

 沖縄県 平良市 大神島 ｵｵｶﾞﾐｼﾞﾏ 50

 

へき地診療所の設置要件である、人口３００人以上の無医離島は、１地区のみであった

（ただし、３島合計での人口）。 
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4) 無医地区である理由 

（複数回答） 

 

対象：人口５００人以上の無医地区 ６０地区  

理由  地区数  

医師の確保ができない 25 41.7%

財政上医療機関の設置不能 20 33.3%

巡回診療で十分 2 3.3%

患者輸送車で十分 4 6.7%

最寄り医療機関があるので不必要 7 11.7%

その他  2 3.3%

回答なし  10 16.7%

    

（再掲：人口１０００人以上の地区 １０地区） 

医師の確保ができない 4  

財政上医療機関の設置不能 0  

巡回診療で十分 1  

患者輸送車で十分 1  

最寄り医療機関があるので不必要 2  

その他  1  

回答なし  2  
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5) 巡回診療の状況 

（年当たり実施回数） 
無医地区のうち、巡回診療を行っている地区は、27.4％であった。 
年当たり 21～40 回行っている地域が最も多く、無医地区のうち、8.3％であった。 

巡回診療の状況

42, 5.3%

60, 7.6%

65, 8.3%

39, 5.0%

7, 0.9%

3, 0.4%

571, 72.6%

1～5

6～20

21～40

41～70

71～100

101～150

なし

 

 
6) 患者輸送の状況 

（週当たり実施日数） 
無医地区のうち、患者輸送を行っている地区は 33.3％であった。 
週当たり２日行っている地区が最も多く、無医地区のうち、12.3％であった。 

患者輸送の状況

6, 0.8% 83, 10.5%

98, 12.5%

24, 3.0%

7, 0.9%

28, 3.6%

15, 1.9%

1, 0.1%

525, 66.7%

0.5

1

2

3

4

5

6

7

なし
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7) 巡回診療と患者輸送 

 

 巡回診療と、患者輸送の状況を同時に見ると、巡回診療のみ実施している地区は 21.7％、

患者輸送のみ行っている地区は 27.6％、巡回輸送、患者輸送とも実施している地区は 5.7％
だった。 
 どちらも実施していない地区は、45.0％にのぼった。 

巡回診療と患者輸送

171, 21.7%

217, 27.6%

45, 5.7%

354, 45.0%
巡回診療のみ

患者輸送のみ

両方実施

なし
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8) 最寄りの医療機関（病院または診療所）までの距離 

 

最寄りの医療機関までの距離 地区数   

５Km 以下 40 5.1%

１０Km 以下 325 41.3%

２０Km 以下 328 41.7%

３０Km 以下 65 8.3%

４０Km 以下 10 1.3%

５０Km 以下 4 0.5%

１００Km 以下 5 0.6%

不明・離島等 10 1.3%

 
 
 
9) 最寄りの病院までの距離 

 
最寄りの病院までの距離 地区数   

５Km 以下 8 1.0%

１０Km 以下 97 12.3%

２０Km 以下 316 40.2%

３０Km 以下 177 22.5%

４０Km 以下 79 10.0%

５０Km 以下 42 5.3%

１００Km 以下 21 2.7%

不明・離島等 47 6.0%
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